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一般財団法人松本市勤労者共済会の育成 

   中小企業に働く労働者の福利厚生の充実を図るため、市が昭和４７年に事務局を労政課内に

置き松本市勤労者互助会（平成２年から松本市勤労者共済会）を設立しました。 

設立以来、当会の健全な運営を図るため、本市は補助金を交付し支援しています。 

 なお、当会は平成２５年４月一般財団法人に移行し、組織の強化と団体の発展に向け様々な

事業に取り組んでいます。 

事業内容 

   ア 生活安定事業   共済金給付、生活資金融資や中小企業退職金共済の利用促進など 

イ 福利事業     バスツアー、各種チケットやレクリエーション施設利用補助など 

ウ 健康維持増進事業 人間ドック補助、健康教室など 

エ 自己啓発事業   各種教養講座、法律相談など 

   ＜令和５年度４月１日現在の加入状況＞ 

    事業所数  １，４１０事業所   会員数 ７，５８４人 

 

中小企業退職金共済制度の整備拡充 

   中小零細事業所の退職金制度を整備拡充するために、国（独立行政法人勤労者退職金共済 

機構）の中小企業退職金共済制度への加入を促進し、支援しています。 

市の掛金補助制度の概要 

対象事業所 補助の対象 補助期間 補助率 補助限度額 

常時雇用する従業

員数が 100 人を超

えない事業所 

新規加入事業所 

（既加入事業所におい

ては従業員を追加加入

した場合） 

各従業員につ

いて加入月か

ら１年間 

月額掛金の 

２０％ 

月  額 

1,000 円 

 

補助の推移 

区  分 平成３０ 令和元 令和２ 令和３ 令和４ 

事業所数(事業所) 252 256 274 289 284 

人  数    (人) 808 871 815 902 863 

金  額  (千円) 4,894 5,312 5,196 5,661 5,321 

 

特定退職金共済制度の助成 

   松本商工会議所の特定退職金共済制度に加入する事業主に対し、掛金の一部を補助します。 

補助金額については、中小企業退職金共済制度に対する補助金額と同じです。 

    補助の推移 

区  分 平成３０ 令和元 令和２ 令和３ 令和４ 

事業所数(事業所) 106 108 110 103 111 

人  数  (人) 358 320 321 268 281 

金  額 (千円) 1,466 1,436 1,469 1,216 1,299 
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勤労者住宅建設資金融資利子補給 

   勤労者の住宅建設を促進するため、労働金庫から融資を受けて市内に住宅を新築または増改

築した場合、利子の一部を補助します。 

（交付対象者） 毎年１月１日から１２月３１日までの間に、長野県労働金庫から融資を受け

て市内に住宅を新築（購入を含む）または増改築した勤労者です。 

補給率 

対象限度額 借 入 期 間 補 給 率 補給限度額 

借入額の内

３００万円 

５年を超える場合 ５年間の利子総額の２０％ ６０,０００ 円 

５年以下の場合 借入期間利子総額の１０％ ３０,０００ 円 

  補給状況の推移 

区 分 平成３０ 令和元 令和２ 令和３ 令和４ 

件数 (件) 108 113 111 80 56 

金額(千円) 2,338 2,274 2,395 1,587 978 

 

健康経営の普及啓発 

勤労者の活力向上や医療費の適正化を目的に、企業が従業員の健康づくりを経営課題と捉え

健康増進に努める「健康経営」の取り組みが求められています。松本市では、主として中小企

業に対して健康経営の普及啓発を実施し、セミナーの開催や市職員による企業訪問などの取り

組みを進めています。 

※「健康経営」はＮＰＯ法人健康経営研究会の登録商標です。 

令和４年度の実施状況 

ア 企業訪問９０社実施 

イ 健康づくりチャレンジ宣言申請企業１９社達成 

 

⑷ 雇用対策事業 

仕事と家庭の両立促進事業 

少子高齢化と人口減少の急速な進行により、仕事と生活の調和が社会的な課題となる中、 

仕事と家庭の両立可能な就業環境を整えることが、男女を問わず必要となっています。 

松本市では平成１９年度から、ワーク・ライフ・バランスに関するセミナーの開催、両立支援

制度や先進企業の紹介、企業や労働者に対する啓発活動など、仕事と家庭の両立を促進するた

めの事業に取り組んでいます。 

 令和４年度の実施状況 

  ワーク・ライフ・バランス推進セミナー 

  開催日 令和５年３月１３日（月） 

  演 題 「育児介護休業法の改正により企業に求められること  

～従業員の離職を防ぐための御社と社会全体への投資～」 

講 師 長野労働局雇用環境・均等室  雇用環境改善・均等推進指導官  北原 江理 氏 

参加者 ３８名 
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障害者雇用促進報奨 

公共職業安定所の紹介により、新たに障害者を雇用した事業所の事業主を表彰し、記念品を贈

ります。従業員３００人以下の企業で、法定雇用率を達成していることが条件です。 

報奨事業所数等の推移 

区  分 平成３０ 令和元 令和２ 令和３ 令和４ 

事業所数(事業所) ２６ ２１ １６ ２１ １８ 

雇用人数(人) ３３ ４１ ５１ ４４ ４７ 

 

新社会人激励のつどい 

   松本市内の企業に新規就職した若者を歓迎、激励するため、松本市・松本商工会議所・松本青

年会議所・松本公共職業安定所・松本地区雇用福祉協議会の共催により、毎年４月上旬に激励会

を開催しています。 

開催状況 

区  分 平成３０ 令和元 令和２ 令和３ 令和４ 

開 催 日 ４月１０日 ４月９日 ― ４月９日 ４月８日 

事業所数(事業所) ２５ ２９ ― ２１ ２５ 

参加人数(人) １９７ ２１９ ― １０４ １００ 

※令和２年度は新型コロナウイルス感染症予防のため、中止 

 

 

 
 

ア 松本地区雇用福祉協議会の育成 

     中小企業の雇用対策のため労働関係機関や学校等との情報共有化を図り、また労働者の

福祉向上対策、産業労働事情視察などを行い、労働諸問題に対処している当協議会を助成し

ます。 

イ 雇用啓発事業 

     未就職者や失業者の雇用促進を図るため、商工会議所の事業を支援・助成します。 

ウ 職業訓練校の育成 

     若年技能後継者育成を目的として、県の認定した職業訓練校の育成と振興を図るため助

成します。 

 

就職氷河期世代支援事業 

 雇用環境が厳しい時期に就職活動をしたため、不安定な仕事に就いたり、無業の状態にあるな

ど、様々な課題に直面している方々がいます。 

就職氷河期世代の活躍の場を広げられるように、就労に係る相談事業を実施します。 

 

 

 

雇用促進機関等の育成及び事業支援 
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女性活躍推進事業 

   雇用における人員・人材不足が懸念される中、結婚や育児により離職した女性の再就職など、

貴重な労働力の確保に期待が寄せられています。 

社会的ニーズが高まるデジタル人材の育成により、女性の就労や活躍の場を支援します。 

 

⑸ 人材育成事業 

松本市ものづくり人材育成連絡会 

技能五輪全国大会の開催を契機に、次代に繋がる人材育成施策として、学校、経済団体や行

政などで構成する連絡会組織。平成２５年７月２４日に設立し、構成団体で連携をとりながら地

域産業を担う若年者の育成や地元への就職、産業に必要な人材の確保など、総合的に人材育成を

支援します。 

ア 進路情報誌「中学生が体験！松本の『ものづくり』」の制作 

若年者への技能尊重気運や日本の産業を支える「ものづくり」に若い世代に職業として関

心を持ってもらうため、ものづくり系の企業で職場体験した市内の中学２年生に体験の感想

や指導いただいた企業の代表者から中学生へのメッセージを取材し、編集した冊子の作成。 

（ｱ） 部数       ７，２００部 

（ｲ） 特集取材人数       ２名 

（ｳ） 職場体験企業      １２社 

（ｴ） 職場体験取材実施校    ４校 

イ 企業見学会 参加希望者数が開催人数に達しなかったため、開催中止 

ウ 出前講座 

令和４年度開催状況 

（ｱ）日  時  令和４年１１月１７日（木）、１８日（金） 源池小学校 

（ｲ）内  容  ３年生児童を対象にものづくりマイスターを講師として椅子を製作 

エ 技能五輪全国大会（全国青年技能者技能競技大会） 

令和４年度開催内容 

   （ｱ） 日程  令和４年１１月４日（金）～７日（月） 

   （ｲ） 場所  千葉県（幕張メッセ他、全１３会場） 

   （ｳ） 競技職種数 全４１職種 

（ｴ） 松本市出場選手 ３名 (職種：建築大工、西洋料理、レストランサービス) 

   （ｵ） 松本市成績 入賞者なし  

オ 連絡会構成団体（学校等）が実施する技能奉仕活動への支援 

令和４年度の実施状況 

松本技術専門校（建築科）が実施 

(ｱ) 実施日   令和４年 ９月５日（月）  

              １２月５日（月） 

    (ｲ) 内 容    松本駅前公園 

開智公園の木製ベンチの補修 

 

カ 関係団体への支援・共催など 
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⑹ 労働関係懇談会 

市長と労働団体との懇談会 

   この懇談会は、松本地区労働者福祉協議会に加入する労働６団体からの要請に基づき年１回

行っているもので、松本市の重要施策について労働団体に説明し意見や感想を伺うとともに、労

働団体からの市政に対する要望や提言などについて意見交換を行い、相互の理解と協調を図ろ

うとするものです。 

令和４年度の開催状況 

ア  開 催 日：令和４年１１月２９日（火） 

   イ  懇談項目・職場でのメンタルヘルス、ハラスメントに関わる問題への対応について 

・医療従事者への継続的な支援のお願い 

・学童保育への援助を 

・カスタマーハラスメント（悪質クレーム）対策の推進について 

・働き方の面からも選ばれる松本を目指すため、労働団体＆行政が何をどう進め 

るか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


